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(57)【要約】
【課題】超音波診断の操作の位置情報に応じて、超音波
診断における操作性を高めることである。
【解決手段】超音波診断装置Ｕは、超音波を送受信する
超音波探触子２と、操作入力を受け付けるコントロール
パネル１０１及びタッチパネル１０７ｂと、を備え、超
音波探触子２により送受信された超音波の受信信号から
超音波画像を生成する。超音波診断装置Ｕは、タッチパ
ネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報を
検出し、検出された超音波探触子２の位置情報に基づい
て、コントロールパネル１０１及びタッチパネル１０７
ｂの操作要素（キー、タッチボタンなど）の配置及び種
類と、を設定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する超音波探触子と、
　操作入力を受け付ける操作部と、を備え、前記超音波探触子により送受信された超音波
の受信信号から超音波画像を生成する超音波診断装置であって、
　前記操作部を基準とする前記超音波探触子の位置情報を検出する超音波探触子位置検出
部と、
　前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、前記操作部の操作要素の配置
及び種類を設定する設定部と、を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　表示情報を表示する表示部を備え、
　前記操作部は、前記表示部に設けられるタッチパネルを含み、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、前記表示部に
表示させる表示情報と、前記操作部の操作要素の配置及び種類と、を設定する請求項１に
記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　使用頻度が高い操作要素及び表示情報の内容を判断する判断部を備え、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報と、前記判断された使用頻
度が高い操作要素及び表示情報の内容とに基づいて、表示させる表示情報と、前記操作部
の操作要素の配置及び種類と、を設定する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記設定部による前記表示情報、前記操作要素の配置及び種類の設定の変更をするタイ
ミングを調整する調整部を備える請求項２又は３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報が、どの診断領域にあるか
に基づいて、前記表示部に表示させる表示情報と、前記操作部の操作要素の配置及び種類
と、を設定する請求項２から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示部及び前記操作部は、複数あり、
　前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、当該超音波探触子に対応して
使用する表示部及び操作部を選択する選択部を備え、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、前記表示部に
表示させる表示情報と、前記操作部の操作要素の配置及び種類と、を設定する請求項２か
ら５のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波探触子を体表から当てるという簡単な操作で心臓の拍動や胎児の
動きの様子が超音波画像として得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を行うこと
ができる。超音波診断を行うために用いられ、超音波画像を生成して表示する超音波診断
装置が知られている。
【０００３】
　また、超音波探触子の動きを検知し、検知した動きに応じてモード切替の操作を行う探
触システムが知られている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、患者などの被検体を基準とした超音波探触子の位置を検知し、検知した位置情報
に応じて、表示情報としてのアノテーションメニュー、ピクトグラムメニュー、計測メニ
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ューの表示内容を変更する超音波診断装置が知られている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２７９０９６号公報
【特許文献２】特開２０１２－１４３３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の探触システムは、超音波探触子を操作部として機能させる
技術である。また、特許文献２に記載の発明は、被検体を基準とした超音波探触子の位置
を利用するものであり、被検体の診断部位に応じて、表示情報やメニューボタンを変更す
るものである。
【０００７】
　例えば、超音波診断装置の場合、ベッドの左側に配置され、医師、技師などの操作者が
右手で超音波探触子を患者の体表に当てて、左手で超音波診断装置を操作するケースが多
いため、コントロールパネルやタッチパネルの右側によく使うキーやボタンを配置したり
、操作介助者が操作する機能を左側に配置したりしている。しかし、最近の超音波診断装
置の大きさが小さくなり、診察室で使用するだけではなく、ベッドサイドや患者のいる場
所に移動し、用いられることが多くなっており、ベッドの左側に配置されないケースもあ
る。その際、操作者は左右を逆にして使うため、操作者が良く使うキーやボタンが遠く使
いづらいケースがあった。このため、操作者が超音波診断の操作を行う位置に応じて、超
音波診断時の操作性を高める要請がある。
【０００８】
　本発明の課題は、超音波診断の操作の位置に応じて、超音波診断における操作性を高め
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の超音波診断装置は、
　超音波を送受信する超音波探触子と、
　操作入力を受け付ける操作部と、を備え、前記超音波探触子により送受信された超音波
の受信信号から超音波画像を生成する超音波診断装置であって、
　前記操作部を基準とする前記超音波探触子の位置情報を検出する超音波探触子位置検出
部と、
　前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、前記操作部の操作要素の配置
及び種類を設定する設定部と、を備える。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波診断装置において、
　表示情報を表示する表示部を備え、
　前記操作部は、前記表示部に設けられるタッチパネルを含み、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、前記表示部に
表示させる表示情報と、前記操作部の操作要素の配置及び種類と、を設定する。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の超音波診断装置において、
　使用頻度が高い操作要素及び表示情報の内容を判断する判断部を備え、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報と、前記判断された使用頻
度が高い操作要素及び表示情報の内容とに基づいて、表示させる表示情報と、前記操作部
の操作要素の配置及び種類と、を設定する。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載の超音波診断装置において、
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　前記設定部による前記表示情報、前記操作要素の配置及び種類の設定の変更をするタイ
ミングを調整する調整部を備える。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項２から４のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報が、どの診断領域にあるか
に基づいて、前記表示部に表示させる表示情報と、前記操作部の操作要素の配置及び種類
と、を設定する。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、請求項２から５のいずれか一項に記載の超音波診断装置にお
いて、
　前記表示部及び前記操作部は、複数あり、
　前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、当該超音波探触子に対応して
使用する表示部及び操作部を選択する選択部を備え、
　前記設定部は、前記検出された前記超音波探触子の位置情報に基づいて、前記表示部に
表示させる表示情報と、前記操作部の操作要素の配置及び種類と、を設定する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、超音波診断の操作の位置に応じて、超音波診断における操作性を高め
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置を示す概略構成図である。
【図２】超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は、超音波探触子がタッチパネルの左側に位置する場合の診断の状態を示
す図である。（ｂ）は、超音波探触子がタッチパネルの右側に位置する場合の診断の状態
を示す図である。
【図４】（ａ）は、第１の操作表示設定処理を示すフローチャートである。（ｂ）は、第
２の操作表示設定処理を示すフローチャートである。
【図５】（ａ）は、第１の超音波診断画面を示す図である。（ｂ）は、第２の超音波診断
画面を示す図である。
【図６】（ａ）は、超音波探触子が内診室に位置する場合の超音波診断装置を示す図であ
る。（ｂ）は、超音波探触子が診察室に位置する場合の超音波診断装置を示す図である。
【図７】超音波探触子が複数の診察科の診察室に位置する場合の超音波診断装置を示す図
である。
【図８】超音波探触子が複数の診察科の診察室に位置する場合の複数の超音波診断装置を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　添付図面を参照して、本発明に係る第１、第２の実施の形態及び第１、第２の変形例を
詳細に説明する。なお、本発明は、図示例に限定されるものではない。
【００１８】
　（第１の実施の形態）
　図１～図５を参照して、本発明に係る第１の実施の形態を説明する。まず、図１、図２
を参照して、本実施の形態の装置構成を説明する。図１は、本実施の形態の超音波診断装
置Ｕを示す概略構成図である。図２は、超音波診断装置Ｕの機能構成を示すブロック図で
ある。
【００１９】
　超音波診断装置Ｕは、病院などの医療施設の診察室などに設置される。図１に示すよう
に、超音波診断装置Ｕは、超音波診断装置本体１と、超音波探触子２と、操作部としての
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コントロールパネル１０１と、操作表示部１０７と、超音波探触子位置検出部１１１と、
を備える。コントロールパネル１０１、操作表示部１０７、超音波探触子位置検出部１１
１は、超音波診断装置本体１の筐体に格納されない構成で図示したが、超音波診断装置本
体１の筐体と一体に構成されたり、筐体内に格納される構成としてもよい。
【００２０】
　超音波探触子２は、生体などの被検体に対して超音波（送信超音波）を送信するととも
に、この被検体で反射した超音波の反射波（反射超音波：エコー）を受信する。超音波診
断装置本体１は、超音波探触子２とケーブル２ｂを介して接続され、超音波探触子２に電
気信号の駆動信号を送信することによって超音波探触子２に被検体に対して送信超音波を
送信させるとともに、超音波探触子２にて受信した被検体内からの反射超音波に応じて超
音波探触子２で生成された電気信号である受信信号に基づいて被検体内の内部状態を超音
波画像として画像化する。
【００２１】
　超音波探触子２は、圧電素子からなる振動子２ａを備えており、この振動子は、例えば
、方位方向に一次元アレイ状に複数配列されている。本実施の形態では、例えば、１９２
個の振動子を備えた超音波探触子２を用いている。なお、振動子は、二次元アレイ状に配
列されたものであってもよい。また、振動子２ａの個数は、任意に設定することができる
。また、本実施の形態では、超音波探触子２について、コンベックス走査方式の電子スキ
ャンプローブを採用したが、電子走査方式あるいは機械走査方式の何れを採用してもよく
、また、リニア走査方式、セクター走査方式あるいはコンベックス走査方式の何れの方式
を採用することもできる。
【００２２】
　また、超音波探触子２は、ケーブル２ｂを介して超音波診断装置本体１に接続される有
線通信方式のものとして説明するが、これに限定されるものではなく、ＵＷＢ（Ultra Wi
de Band）などの無通信方式のものとしてもよい。
【００２３】
　コントロールパネル１０１は、医師、技師などの操作者からの操作入力を受け付ける入
力デバイスであり、各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボードなどを
備える。コントロールパネル１０１は、キー（ボタン）などの配置を設定及び変更できる
入力部とし、後述するキー４２１Ｌ，４２１Ｒを有するものとする。
【００２４】
　操作表示部１０７は、超音波画像を含む表示画面の表示情報の表示と、操作者からの表
示画面上のタッチ入力の受け付けと、を行う。
【００２５】
　超音波探触子位置検出部１１１は、操作表示部１０７（後述する操作部としてのタッチ
パネル１０７ｂ）の位置を基準とする超音波探触子２の位置情報を検出する検出部である
。超音波探触子位置検出部１１１は、超音波探触子２の位置情報の検出の他に、タッチパ
ネル１０７ｂ（コントロールパネル１０１）の位置情報が予め登録されている、又は下記
の超音波探触子２の位置情報検出と同様にして、基準となるタッチパネル１０７ｂ（コン
トロールパネル１０１）の位置情報を適宜検出する構成とする。このため、超音波探触子
位置検出部１１１は、タッチパネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報とし
て、タッチパネル１０７ｂの位置情報を基準とする超音波探触子２の相対的な位置情報を
検出して出力する。
【００２６】
　操作者は、超音波探触子２を把持し、操作表示部１０７を見て操作し、超音波診断の検
査を行う。このため、超音波探触子位置検出部１１１は、操作者の超音波診断の操作の位
置に対応する位置を検出することとなる。超音波探触子位置検出部１１１は、超音波セン
サー、磁気センサー、光学式センサー、加速度センサー、ＵＷＢ、無線タグ、可視光・赤
外線センサー、カメラなどの方式の少なくとも１つを用いて、超音波探触子２の位置情報
の検出を行う。



(6) JP 2019-136273 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

【００２７】
　超音波センサーは、１つの超音波発振器に対して複数の受信器を置き、各々の受信器に
超音波が到達するまでの時間遅れを計測するセンサーである。そして、三角測量の原理に
より、受信器と発信器との位置関係を定めることができる。測定範囲は、数メートル程度
であり、空気中の音速変化がそのまま誤差になる。例えば、超音波センサーの発信器が超
音波探触子２に設けられ、診察室などに複数の受信器が設けられ、超音波探触子位置検出
部１１１は、複数の受信器からの情報を受信して超音波探触子２の位置検出を行う。
【００２８】
　磁気センサーは、磁束の変化によって、コイルに起電力が生じる原理を利用している方
式と、磁束変化を直流磁界のステップ状の立ち上がりによって与える方式と、がある。測
定範囲は、１、２メートルであり、近くに磁性体があると、誤差が生じる。例えば、超音
波探触子２に磁性体が設けられ、診察室などに超音波探触子位置検出部１１１の磁気セン
サーが設けられ、超音波探触子位置検出部１１１が磁気の検出により超音波探触子２の位
置検出を行う。
【００２９】
　光学式センサーは、測定対象にＬＥＤ（Light Emitting Diode）マーカーなどの特徴点
を付けて、二台のカメラで撮影し、三角測量の原理で位置を検出する（能動的ステレオ法
）。測定範囲は特徴点が映る範囲であり、特徴点がカメラの死角に移動すると、測定でき
ない。例えば、診察室内などに超音波探触子位置検出部１１１の光学式センサーのカメラ
が設けられ、超音波探触子２に特徴点が付けられ、超音波探触子位置検出部１１１は、複
数のカメラからの情報を用いて超音波探触子２の位置検出を行う。
【００３０】
　加速度センサーは、検出方式として主に、静電容量型・ピエゾ抵抗型・圧電型があり、
設けられた端末の加速度を検出し、検出した加速度を１回積分して速度、２回積分して距
離を算出する。例えば、超音波探触子２に超音波探触子位置検出部１１１の加速度センサ
ーが設けられ、超音波探触子位置検出部１１１は、検出した加速度に応じて超音波探触子
２の位置検出を行う。
【００３１】
　ＵＷＢは、超短波パルスによるアクセスポイント間伝搬遅延差で測位する方式である。
その測位の精度は１ｍ以下である。例えば、診察室などにアクセスポイントが設けられ、
超音波探触子位置検出部１１１のＵＩＢの送受信部が超音波探触子２に設けられ、超音波
探触子位置検出部１１１が、各アクセスポイントとの情報の送受信により超音波探触子２
の位置検出を行う。
【００３２】
　無線タグは、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）などの規格の無線通信によ
り無線タグを認識する方式であり、無線タグのＩＤをリーダーで検出することで位置を特
定する。測定範囲は、数十ｃｍ～数ｍである。例えば、診察室内などに複数の無線タグの
リーダーが設けられ、無線タグが超音波探触子２に設けられ、超音波探触子位置検出部１
１１が、各リーダーで検出された無線タグの情報を取得して超音波探触子２の位置検出を
行う。
【００３３】
　可視光・赤外線センサーは、端末からＩＤの可視光・赤外線の光信号を基地局が受信し
、端末の位置を検出する方式であり、逆に基地局が発信する光信号を端末が受信して位置
検出する構成としてもよい。可視光・赤外線の光信号は、位置情報で変調することとして
もよい。例えば、診察室などに複数の光送信部が設けられ、可視光・赤外線センサーの受
信部が超音波探触子２に設けられ、超音波探触子位置検出部１１１が、検出した各光送信
部の光信号に応じて、超音波探触子２の位置検出を行う。
【００３４】
　カメラは、撮像し、得られた画像データのパターン認識により、超音波探触子２のある
位置を特定する方式である。例えば、診察室などにカメラが設けられ、超音波探触子位置
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検出部１１１は、カメラからの撮像された画像データをパターン認識して、超音波探触子
２の位置検出を行う。このように、超音波探触子位置検出部１１１は、加速度センサーな
どの超音波探触子２内に設けられるものと、カメラなどの超音波探触子２以外の場所に設
けられるものと、がある。
【００３５】
　図２に示すように、超音波診断装置本体１は、例えば、送信部１０２と、受信部１０３
と、画像生成部１０４と、画像処理部１０５と、ＤＳＣ（Digital Scan Converter）１０
６と、操作表示部１０７と、設定部、判断部、選択部としての制御部１０８と、記憶部１
０９と、通信部１１０と、を備える。超音波診断装置本体１には、コントロールパネル１
０１、操作表示部１０７、超音波探触子位置検出部１１１が接続されている。
【００３６】
　コントロールパネル１０１は、例えば、診断開始を指示するコマンドや被検体の個人情
報などのデータの入力などを受け付け、入力された操作信号を制御部１０８に出力する。
【００３７】
　送信部１０２は、制御部１０８の制御に従って、超音波探触子２にケーブル２ｂを介し
て電気信号である駆動信号を供給して超音波探触子２に送信超音波を発生させる回路であ
る。また、送信部１０２は、例えば、クロック発生回路、遅延回路、パルス発生回路を備
えている。クロック発生回路は、駆動信号の送信タイミングや送信周波数を決定するクロ
ック信号を発生させる回路である。遅延回路は、駆動信号の送信タイミングを振動子毎に
対応した個別経路毎に遅延時間を設定し、設定された遅延時間だけ駆動信号の送信を遅延
させて送信超音波によって構成される送信ビームの集束を行うための回路である。パルス
発生回路は、所定の周期で駆動信号としてのパルス信号を発生させるための回路である。
上述のように構成された送信部１０２は、例えば、超音波探触子２に配列された複数（例
えば、１９２個）の振動子のうちの連続する一部（例えば、６４個）を駆動して送信超音
波を発生させる。そして、送信部１０２は、送信超音波を発生させる毎に駆動する振動子
を方位方向にずらすことで走査（スキャン）を行う。
【００３８】
　受信部１０３は、制御部１０８の制御に従って、超音波探触子２からケーブル２ｂを介
して電気信号である受信信号を受信する回路である。受信部１０３は、例えば、増幅器、
Ａ／Ｄ変換回路、整相加算回路を備えている。増幅器は、受信信号を、振動子毎に対応し
た個別経路毎に、予め設定された増幅率で増幅させるための回路である。Ａ／Ｄ変換回路
は、増幅された受信信号をＡ／Ｄ変換するための回路である。整相加算回路は、Ａ／Ｄ変
換された受信信号に対して、振動子毎に対応した個別経路毎に遅延時間を与えて時相を整
え、これらを加算（整相加算）して音線データを生成するための回路である。
【００３９】
　画像生成部１０４は、制御部１０８の制御に従って、受信部１０３からの音線データに
対して包絡線検波処理や対数増幅などを実施し、ダイナミックレンジやゲインの調整を行
って輝度変換することにより、Ｂモード画像データを生成する。すなわち、Ｂモード画像
データは、受信信号の強さを輝度によって表したものである。画像生成部１０４は、Ｂモ
ード画像データの他、Ａモード画像データ、Ｍモード画像データ及びドプラ法による画像
データが生成できるものであってもよい。
【００４０】
　画像処理部１０５は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの半導体メモリ
ーによって構成された画像メモリー部１０５ａを備えている。画像処理部１０５は、制御
部１０８の制御に従って、画像生成部１０４から出力されたＢモード画像データをフレー
ム単位で画像メモリー部１０５ａに記憶する。フレーム単位での画像データを超音波画像
データ、あるいはフレーム画像データということがある。画像メモリー部１０５ａに記憶
されたフレーム画像データは、制御部１０８の制御に従って、ＤＳＣ１０６に送信される
。
【００４１】
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　ＤＳＣ１０６は、制御部１０８の制御に従って、画像処理部１０５より受信したフレー
ム画像データに座標変換などを行って画像信号に変換し、操作表示部１０７に出力する。
【００４２】
　操作表示部１０７は、表示部１０７ａと、タッチパネル１０７ｂと、を備える。表示部
１０７ａは、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）ディスプ
レイ、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬティスプレイ及び
プラズマディスプレイなどの表示装置が適用可能である。表示部１０７ａは、ＤＳＣ１０
６から出力された画像信号に従って表示画面上に画像の表示を行う。タッチパネル１０７
ｂは、表示部１０７ａの表示画面上に構成された透明電極を格子状に配置した感圧式（抵
抗膜圧式）のタッチパネルであり、画面上を手指で押下された力点のＸＹ座標を電圧値で
検出し、検出された位置信号を操作信号として制御部１０８に出力する。なお、タッチパ
ネルは感圧式に限定されるものではなく、静電容量方式など、種々の方式の中から適宜選
択して使用すればよい。
【００４３】
　制御部１０８は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only M
emory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成され、ＲＯＭに記憶されている
システムプログラムなどの各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、展開したプ
ログラムに従って超音波診断装置Ｕの各部の動作を集中制御する。ＲＯＭは、半導体など
の不揮発メモリーなどにより構成され、超音波診断装置Ｕに対応するシステムプログラム
及び該システムプログラム上で実行可能な、例えば、後述する第１の操作表示設定処理を
実行する第１の操作表示設定プログラムなどの各種処理プログラムや、ガンマテーブルな
どの各種データなどを記憶する。これらのプログラムは、コンピューターが読み取り可能
なプログラムコードの形態で格納され、ＣＰＵは、当該プログラムコードに従った動作を
逐次実行する。ＲＡＭは、ＣＰＵにより実行される各種プログラム及びこれらプログラム
に係るデータを一時的に記憶するワークエリアを形成する。
【００４４】
　記憶部１０９は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などの大容量記録媒体によって
構成されており、画像処理部１０５で生成された超音波画像データなどを記憶する。
【００４５】
　通信部１１０は、制御部１０８の制御に従い、通信ネットワークを介して、生成された
超音波画像データを管理する画像サーバーなどのサーバー装置や、超音波画像データを印
刷するための印刷装置などの外部機器に接続され、当該外部機器との通信を行う。
【００４６】
　超音波探触子位置検出部１１１は、上述したように、制御部１０８の制御に従い、タッ
チパネル１０７ｂ（コントロールパネル１０１）を基準とする超音波探触子２の位置情報
を検出して制御部１０８に出力する。
【００４７】
　次に、図３～図５を参照して、超音波診断装置Ｕの動作を説明する。図３（ａ）は、超
音波探触子２がタッチパネル１０７ｂの左側に位置する場合の診断の状態を示す図である
。図３（ｂ）は、超音波探触子２がタッチパネル１０７ｂの右側に位置する場合の診断の
状態を示す図である。図４（ａ）は、第１の操作表示設定処理を示すフローチャートであ
る。図４（ｂ）は、第２の操作表示設定処理を示すフローチャートである。図５（ａ）は
、超音波診断画面３３０Ａを示す図である。図５（ｂ）は、超音波診断画面３３０Ｂを示
す図である。
【００４８】
　超音波診断装置Ｕは、診察室に設置され、操作者により使用される。超音波診断装置Ｕ
は、据置式のものとしてもよく、カートなどにより移動可能な構成や、超音波診断装置Ｕ
自体が移動可能な携帯式の構成としてもよい。超音波診断装置Ｕは、被検体としての患者
のベッドの近傍に配置されるが、ベッドの配置などの診察室内のスペースにより、超音波
診断に都合のよい位置に配置される。
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【００４９】
　例えば、図３（ａ）に示すように、超音波診断装置Ｕが、患者６の横たわるベッド７の
右側に配置される状態や、図３（ｂ）に示すように、超音波診断装置Ｕが、患者６の横た
わるベッド７の左側に配置される状態がある。図３（ａ）の状態において、操作者５は、
左手で超音波探触子２を把持して患者６に当て動かすなどの操作を行い、右手でコントロ
ールパネル１０１及びタッチパネル１０７ｂの入力操作を行う。
【００５０】
　超音波探触子位置検出部１１１により、超音波探触子２が、タッチパネル１０７ｂ（コ
ントロールパネル１０１）の左側の位置に検出されると、図３（ａ）の状態にあるものと
判断される。図３（ａ）の状態に遷移されると、表示画面３１０Ａが表示部１０７ａに表
示され、コントロールパネル１０１のキーなどの配置の設定が変更される。表示画面３１
０Ａは、超音波画像３１１と、タッチボタン（タッチキー）群３１２Ａと、を含む。超音
波画像３１１は、患者６のスキャンされた超音波画像の表示部である。タッチボタン群３
１２Ａは、表示された各種のタッチボタンであり、操作者５が右手でタッチしやすいよう
に、左端及び下端に配列されている。
【００５１】
　コントロールパネル１０１は、トラックボール４１と、キー４２Ｌ（図３（ｂ）では図
示略）と、キー４２Ｒ（図３（ａ）では図示略）と、を有する。図３（ｂ）の状態に遷移
されると、操作者５が右手でタッチしやすいように、キー４２Ｌが操作入力の確定キーと
しての「ＳＥＴキー」に設定される。
【００５２】
　図３（ｂ）の状態において、操作者５は、右手で超音波探触子２を把持して患者６に当
て動かすなどの操作を行い、左手でコントロールパネル１０１及びタッチパネル１０７ｂ
の入力操作を行う。
【００５３】
　超音波探触子位置検出部１１１により、超音波探触子２が、タッチパネル１０７ｂ（コ
ントロールパネル１０１）の右側の位置に検出されると、図３（ｂ）の状態にあるものと
判断される。図３（ｂ）の状態に遷移されると、表示画面３１０Ｂが表示部１０７ａに表
示され、コントロールパネル１０１のキー設定が変更される。表示画面３１０Ｂは、超音
波画像３１１と、タッチボタン群３１２Ｂと、を含む。タッチボタン群３１２Ｂは、表示
された各種のタッチボタンであり、操作者５が左手でタッチしやすいように、右端及び下
端に配列されている。図３（ａ）の状態に遷移されると、操作者５が左手でタッチしやす
いように、キー４２Ｒが「ＳＥＴキー」に設定される。
【００５４】
　図３（ａ）、図３（ｂ）の状態のタッチボタン群３１２Ａ，３１２Ｂにおいて、複数の
タッチボタンの種類は互いに同じであるものとしたが、これに限定されるものではなく、
当該複数のタッチボタンの種類が互いに異なるものとしてもよい。また、図３（ａ）、図
３（ｂ）の状態のコントロールパネル１０１において、キーの種類は互いに同じであるも
のとしたが、これに限定されるものではなく、当該キーの種類が互いに異なるものとして
もよい。
【００５５】
　次いで、図４（ａ）を参照して、超音波探触子２の位置に応じたコントロールパネル１
０１の操作設定、表示部１０７ａの表示設定及びタッチパネル１０７ｂの操作設定を行う
処理を説明する。
【００５６】
　超音波診断装置Ｕにおいて、図４（ａ）に示す第１の操作表示設定処理が実行される。
超音波診断装置Ｕにおいて、例えば、電源がオン入力されたことをトリガーとして、制御
部１０８は、ＲＯＭに記憶された第１の操作表示設定プログラムに従い、第１の操作表示
設定処理を実行する。
【００５７】
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　まず、制御部１０８は、超音波探触子位置検出部１１１により検出されるタッチパネル
１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報に応じて、コントロールパネル１０１の
キーなどの配置及び種類の設定と、表示部１０７ａに表示する表示情報の表示設定と、タ
ッチパネル１０７ｂを介する表示情報のタッチボタンなどの配置及び種類の設定と、を行
う（ステップＳ１０）。ステップＳ１０では、例えば、図３（ａ）に示すように、超音波
探触子２の位置情報がタッチパネル１０７ｂの左側の位置にあることに応じて、コントロ
ールパネル１０１のキー４２１Ｌが「ＳＥＴキー」に設定され、表示画面３１０Ａが表示
部１０７ａに表示され、タッチパネル１０７ｂが表示画面３１０Ａに対応して操作設定さ
れる。また、図３（ｂ）に示すように、超音波探触子２の位置情報がタッチパネル１０７
ｂの右側の位置にあることに応じて、コントロールパネル１０１のキー４２１Ｒが「ＳＥ
Ｔキー」に設定され、表示画面３１０Ｂが表示部１０７ａに表示され、タッチパネル１０
７ｂが表示画面３１０Ｂに対応して操作設定される。
【００５８】
　そして、制御部１０８は、コントロールパネル１０１及びタッチパネル１０７ｂを介し
て操作者から入力された操作情報と、表示部１０７ａに表示された表示情報と、を所定時
間ロギングし、操作情報及び表示情報を履歴情報として記憶部１０９に記憶する（ステッ
プＳ１１）。
【００５９】
　そして、制御部１０８は、ステップＳ１１で記憶された操作情報及び表示情報の履歴情
報を用いて、使用頻度が例えば所定の閾値以上で高い操作内容及び表示内容を抽出する（
ステップＳ１２）。そして、制御部１０８は、超音波探触子位置検出部１１１により検出
された超音波探触子２の位置情報により、超音波探触子２が所定の距離以上の位置の移動
により、動いたか否かを判別する（ステップＳ１３）。
【００６０】
　超音波探触子２が動いていない場合（ステップＳ１３；ＮＯ）、ステップＳ１１に移行
される。超音波探触子２が動いた場合（ステップＳ１３；ＹＥＳ）、制御部１０８は、超
音波探触子位置検出部１１１により検出されるタッチパネル１０７ｂを基準とする超音波
探触子２の位置情報と、ステップＳ１２で抽出された使用頻度が高い操作内容及び表示内
容とに応じて、コントロールパネル１０１のキーなどの配置及び種類の設定の変更と、表
示部１０７ａに表示中の表示情報の表示設定及びタッチパネル１０７ｂを介する表示情報
のタッチボタンの配置及び種類の設定と、を変更し（ステップＳ１４）、ステップＳ１１
に移行する。ステップＳ１４では、例えば、図３（ｂ）に示すように、超音波探触子２の
位置情報がタッチパネル１０７ｂの右側の位置にあり、変化がなく、使用頻度が高い操作
内容及び表示内容に応じて、表示情報として表示中の図５（ａ）に示す超音波診断画面３
３０Ａが、図５（ｂ）に示す超音波診断画面３３０Ｂに変更され、超音波診断画面３３０
Ｂに対応するタッチパネル１０７ｂの操作設定に変更される。
【００６１】
　超音波診断画面３３０Ａは、超音波画像３３１と、深さ調整ボタン３３２と、Ｇａｉｎ
ボタン３３３と、テキストリスト３３４Ａと、患者登録ボタン３３５と、印刷ボタン３３
６と、保存ボタン３３７と、計測ボタン３３８と、Ｐｉｃｔｏボタン３３９と、を有する
。Ｇａｉｎボタン３３３、テキストリスト３３４Ａ、患者登録ボタン３３５、印刷ボタン
３３６、保存ボタン３３７、計測ボタン３３８、Ｐｉｃｔｏボタン３３９が、右上端→右
下端→左下端に順に並べられている。
【００６２】
　深さ調整ボタン３３２は、超音波画像３３１を表示する深さを設定するためのタッチボ
タンである。Ｇａｉｎボタン３３３は、超音波画像３３１の画像パラメーターの一例とし
てのゲインを調整するためのタッチボタンである。テキストリスト３３４Ａは、ユーザー
の入力頻度が高い文字列(例えば、臓器名や左右上下などの位置情報など)を画面上に表示
するためのリストである。超音波診断装置の判断に応じて、テキストリスト３３４Ａの表
示内容・順番が切り替えられる。テキストリスト３３４Ａは、例えば、見やすく操作しや
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すい上から下へ、「心臓」、「膀胱」、「脳」、「腎臓」の各部位のボタンが順に配置さ
れている。
【００６３】
　患者登録ボタン３３５は、患者登録情報を設定するための入力を受け付けるボタンであ
る。
【００６４】
　印刷ボタン３３６は、通信部１１０に接続された印刷装置による超音波画像３３１など
の用紙上への印刷をするためのタッチボタンである。保存ボタン３３７は、超音波画像３
３１を超音波画像データ（画像ファイル）として記憶部１０９への保存をするためのタッ
チボタンである。計測ボタン３３８は、超音波画像３３１における距離、面積などの計測
をするためのタッチボタンである。Ｐｉｃｔｏボタン３３９は、超音波画像３３１を取得
した診断部位をアイコン（ボディーマーク）で示すためのタッチボタンである。
【００６５】
　超音波診断画面３３０Ｂは、超音波画像３３１と、深さ調整ボタン３３２と、Ｇａｉｎ
ボタン３３３と、テキストリスト３３４Ｂと、患者登録ボタン３３５と、保存ボタン３３
７と、計測ボタン３３８と、ＢＰＤ（BiParietal Diameter）ボタン３４０と、Ｐｉｃｔ
ｏボタン３３９と、を有する。Ｇａｉｎボタン３３３、テキストリスト３３４Ｂ、患者登
録ボタン３３５、保存ボタン３３７、計測ボタン３３８、ＢＰＤボタン３４０、Ｐｉｃｔ
ｏボタン３３９が、右上端→右下端→左下端に順に並べられている。
【００６６】
　テキストリスト３３４Ｂは、上から下へ、「肺」、「心臓」、「肝臓」、「腎臓」の各
部位のボタンが順に配置されている。ＢＰＤボタン３４０は、産科で使う計測ラベルを入
力するためのタッチボタンである。この計測ラベルは、患者の内部の児頭大横経を測り、
成長具合を確認するためのラベルである。
【００６７】
　例えば、診断部位としての「肺」に対応する設定入力及びＢＰＤの入力の操作内容の使
用頻度が高い場合に、超音波診断画面３３０Ａが超音波診断画面３３０Ｂに変更されるも
のとする。なお、超音波診断画面３３０Ａから超音波診断画面３３０Ｂへの変更において
、Ｇａｉｎボタン３３３のＧａｉｎ値が変更されたり、他の画像パラメーターの値が変更
されるタッチボタンが配置される構成としてもよい。超音波診断画面３３０Ａ，３３０Ｂ
は、一例であって、この表示要素、タッチボタンなどの配置に限定されるものではない。
【００６８】
　なお、ステップＳ１４では、操作内容及び表示内容の使用頻度に応じて、コントロール
パネル１０１のキー配置などの操作設定の変更と、表示部１０７ａに表示中の表示情報の
表示設定及びタッチパネル１０７ｂを介する表示情報のタッチボタン入力の操作設定と、
を変更する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、操作内容及び表示内
容の履歴情報に基づいて、制御部１０８により、ＡＩ（Artificial Intelligence：人工
知能）として、次に好ましいコントロールパネル１０１のキー配置などの操作設定の変更
と、表示部１０７ａに表示中の表示情報の表示設定及びタッチパネル１０７ｂを介する表
示情報のタッチボタン入力の操作設定と、を予想して変更する構成としてもよい。
【００６９】
　操作者が表示部１０７ａに表示された表示画面や、コントロールパネル１０１を見てい
る最中に、コントロールパネル１０１の操作設定、表示内容及びタッチパネル１０７ｂの
操作設定が切り替わると、画面がチラチラして、操作の邪魔となる。しかし、第１の操作
表示設定処理では、超音波探触子２が動いたタイミングでコントロールパネル１０１の操
作設定、表示内容及びタッチパネル１０７ｂの操作設定の変更を行っているため、操作の
邪魔にならない。
【００７０】
　また、図４（ａ）の第１の操作表示設定処理に代えて、図４（ｂ）に示す第２の操作表
示設定処理が実行される構成としてもよい。この構成では、第１の操作表示設定プログラ
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ムに代えて、第２の操作表示設定処理に対応する第２の操作表示設定プログラムが、制御
部１０８のＲＯＭに記憶されているものとする。
【００７１】
　超音波診断装置Ｕにおいて、例えば、電源がオン入力されたことをトリガーとして、制
御部１０８は、ＲＯＭに記憶された第２の操作表示設定プログラムに従い、第２の操作表
示設定処理を実行する。
【００７２】
　まず、ステップＳ２０が実行される。ステップＳ２０は、第１の操作表示設定処理のス
テップＳ１０と同様である。そして、制御部１０８は、コントロールパネル１０１又はタ
ッチパネル１０７ｂを介して、コントロールパネル１０１のキーなどの配置及び種類の設
定の変更と、表示部１０７ａに表示中の表示情報の表示設定及びタッチパネル１０７ｂを
介する表示情報のタッチボタンなどの配置及び種類の設定と、の変更タイミングの種類の
設定入力を受け付ける（ステップＳ２１）。変更タイミングの種類は、例えば、超音波探
触子２が動いたタイミングに変更する「探触子動き」と、診断部位が変更されたタイミン
グに変更する「診断部位変更」と、患者の診断中に変更する「患者診断」と、のいずれか
一つが選択され設定入力されるものとする。なお、変更タイミングの種類は、これらに限
定されるものではなく、また２つ以上が選択されて設定入力される構成としてもよい。さ
らに、ステップＳ２１は、第１の操作表示設定処理の実行前に予め実行される構成や、第
１の操作表示設定処理の実行中に操作者の要求に応じて適宜実行される構成としてもよい
。
【００７３】
　そして、制御部１０８は、コントロールパネル１０１及びタッチパネル１０７ｂを介し
て操作者から操作入力を受け付け、その操作情報を取得する（ステップＳ２２）。そして
、制御部１０８は、ステップＳ２１で設定入力された変更タイミングの種類を判別する（
ステップＳ２３）。探触子動きである場合（ステップＳ２３；探触子動き）、制御部１０
８は、ステップＳ２４を実行する。ステップＳ２４は、第１の操作表示設定処理のステッ
プＳ１３と同様である。超音波探触子２が動いていない場合（ステップＳ２４；ＮＯ）、
ステップＳ２２に移行される。
【００７４】
　診断部位変更である場合（ステップＳ２３；診断部位変更）、制御部１０８は、ステッ
プＳ２２で取得された操作情報が、診断部位の変更であるか否かを判別する（ステップＳ
２５）。診断部位の変更でない場合（ステップＳ２５；ＮＯ）、ステップＳ２２に移行さ
れる。
【００７５】
　患者診断である場合（ステップＳ２３；患者診断）、制御部１０８は、ステップＳ２２
で取得された操作情報が患者を診断中の内容か否かにより、操作者が患者を診断中か否か
を判別する（ステップＳ２６）。操作者が患者を診断中でない場合（ステップＳ２６；Ｎ
Ｏ）、ステップＳ２２に移行される。
【００７６】
　超音波探触子２が動いている場合（ステップＳ２４；ＹＥＳ）、診断部位の変更である
場合（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、又は操作者が患者を診断中である場合（ステップＳ２
６；ＹＥＳ）、制御部１０８は、超音波探触子位置検出部１１１により検出されるタッチ
パネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報と、ステップＳ２３で変更された
場合の診断部位の操作内容とに応じて、コントロールパネル１０１のキーなどの配置及び
種類の設定の変更と、表示部１０７ａに表示中の表示情報の表示設定及びタッチパネル１
０７ｂを介する表示情報のタッチボタンなどの配置及び種類の設定と、を変更し（ステッ
プＳ２５）、ステップＳ２１に移行する。第２の操作表示設定処理では、超音波探触子２
が動いたタイミング、診断部位を変更したタイミング又は操作者が患者を診断中のタイミ
ングでコントロールパネル１０１の操作設定、表示情報及びタッチパネル１０７ｂの操作
設定の変更を行っているため、操作の邪魔にならない。
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【００７７】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置Ｕは、超音波を送受信する超音波探触子
２と、表示情報を表示する表示部１０７ａと、操作入力を受け付けるコントロールパネル
１０１及びタッチパネル１０７ｂと、を備え、超音波探触子２により送受信された超音波
の受信信号から超音波画像を生成して表示部１０７ａに表示する。超音波診断装置Ｕは、
タッチパネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報を検出する超音波探触子位
置検出部１１１と、検出された超音波探触子２の位置情報に基づいて、表示部１０７ａに
表示させる表示情報と、コントロールパネル１０１及びタッチパネル１０７ｂの操作要素
（キー、タッチボタンなど）の配置及び種類と、を設定する制御部１０８を備える。
【００７８】
　このため、タッチパネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報に対応する超
音波診断の操作の位置に応じて、表示部１０７ａに表示させる表示情報と、コントロール
パネル１０１及びタッチパネル１０７ｂの操作要素の配置及び種類とを、操作者が操作し
やすい構成に設定することができ、超音波診断における操作性を高めることができる。
【００７９】
　また、制御部１０８は、使用頻度が高い操作要素及び表示情報の内容を判断し、検出さ
れた超音波探触子２の位置情報と、判断された使用頻度が高い操作要素及び表示情報の内
容とに基づいて、表示させる表示情報と、コントロールパネル１０１及びタッチパネル１
０７ｂの操作要素の配置及び種類と、を設定する。このため、使用頻度が高い操作要素及
び表示情報の内容に基づいて、使用頻度が高い操作要素を操作しやすく配置でき、使用頻
度が高い操作要素及び表示情報を優先的に表示できるので、超音波診断における操作性を
より高めることができる。また、超音波探触子２がある診断領域（タッチパネル１０７ｂ
の右側又は左側）と、判断された使用頻度が高い操作要素及び表示情報とに対応する表示
情報の設定及び操作設定により、画像パラメーター、テキスト、ボディマーク、計測など
を適切に設定できる。
【００８０】
　また、制御部１０８は、表示情報、操作要素の配置及び種類の設定の変更をするタイミ
ングを、超音波探触子２が動いたタイミング、診断部位を変更したタイミング、操作者が
患者を診断中のタイミングなどに調整する。このため、表示情報、操作要素の配置及び種
類の設定の変更をするタイミングを操作者の操作の邪魔にならないタイミングにでき、超
音波診断における操作性をより高めることができる。
【００８１】
　（第２の実施の形態）
　図６を参照して、本発明に係る第２の実施の形態を説明する。図６（ａ）は、超音波探
触子２が内診室Ｒ１に位置する場合の超音波診断装置Ｕを示す図である。図６（ｂ）は、
超音波探触子２が診察室Ｒ２に位置する場合の超音波診断装置Ｕを示す図である。
【００８２】
　本実施の形態の装置構成として、上記第１の実施の形態と同様に、超音波診断装置Ｕを
用いるものとする。本実施の形態では、超音波探触子２が超音波診断装置本体１から着脱
可能であるものとする。図６（ａ）、図６（ｂ）に示すように、超音波診断装置Ｕの超音
波診断装置本体１、操作表示部１０７及びコントロールパネル１０１は、内診室Ｒ１と、
内診室Ｒ１に隣り合う産科（腹部）の診察室Ｒ２と、の中間部分に設置されている。内診
室Ｒ１は、内診台を有し、経腟超音波探触子を膣から挿入し、胎児や、膣周辺の婦人科疾
患などを診断・治療する産婦人科の診察室である。診察室（産科（腹部））Ｒ２は、問診
、触診、あるいは超音波探触子を患者の腹部に当てて診察などを行う産婦人科の診察室で
ある。内診室Ｒ１及び診察室Ｒ２のいずれに患者を案内しても超音波診断が可能なように
、内診室Ｒ１又は診察室Ｒ２に超音波探触子２が配置可能である。厳密には、内診室Ｒ１
用の超音波探触子２と、診察室Ｒ２用の超音波探触子２とは、別の種類となるが、まとめ
て超音波探触子２として説明する。
【００８３】
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　超音波探触子位置検出部１１１により、超音波探触子２の位置情報が内診室Ｒ１内の位
置に検出されると、超音波診断装置Ｕは、表示情報及び操作設定が内診室Ｒ１用に変更さ
れる。超音波探触子位置検出部１１１により、超音波探触子２の位置情報が診察室Ｒ２内
の位置に検出されると、超音波診断装置Ｕは、表示情報及び操作設定が診察室Ｒ２用に変
更される。
【００８４】
　このため、超音波探触子位置検出部１１１は、タッチパネル１０７ｂ（コントロールパ
ネル１０１）の位置を基準とする超音波探触子２の位置情報として、超音波探触子２が使
用されている診断領域としての部屋を特定可能な位置情報を検出する位置検出部となる。
超音波探触子位置検出部１１１は、超音波探触子２の位置情報の検出の他に、タッチパネ
ル１０７ｂ（コントロールパネル１０１）の位置情報が予め登録されている、又は下記の
超音波探触子２の位置情報検出と同様にして、基準となるタッチパネル１０７ｂ（コント
ロールパネル１０１）の位置情報を適宜検出する構成とする。超音波探触子位置検出部１
１１は、無線（Cell-ID方式）、無線（電波到達時間差方式）、無線（電波受信強度方式
）、Bluetooth（登録商標）、ＵＷＢ、ＧＰＳ（Global Positioning System）、ＧＰＳレ
ピーター、ＰＬ（PeudoLite：擬似衛星）、無線タグ、SiRFusionなどの方式の少なくとも
１つを用いて、超音波探触子２の位置情報の検出を行う。
【００８５】
　無線（Cell-ID方式）は、無線を利用して基地局でアソシエーションした端末の位置を
当該端末の位置として検出する。位置精度は、数千ｍである。例えば、診察室などの周辺
に基地局が設けられ、超音波探触子位置検出部１１１の無線（Cell-ID方式）の送受信部
が超音波探触子２に設けられ、超音波探触子位置検出部１１１が、各基地局との情報の送
受信により超音波探触子２の位置検出を行う。
【００８６】
　無線（電波到達時間差方式）は、無線を利用して、複数の基地局で電波の到達時間を測
定し、三辺測量することで端末の位置を検出する方式である。測定範囲は、数ｍ～数十ｍ
である。例えば、診察室などに基地局が設けられ、超音波探触子位置検出部１１１の無線
（電波到達時間差方式）の送受信部が超音波探触子２に設けられ、超音波探触子位置検出
部１１１が、各基地局との情報の送受信により超音波探触子２の位置検出を行う。
【００８７】
　無線（電波受信強度方式）は、無線を利用して、複数の基地局で電波強度を測定し、三
辺測量することで端末の位置を検出する方式である。測定範囲は、数ｍ～数十ｍである。
例えば、診察室などに基地局が設けられ、超音波探触子位置検出部１１１の無線（電波受
信強度方式）の送受信部が超音波探触子２に設けられ、超音波探触子位置検出部１１１が
、各基地局との情報の送受信により超音波探触子２の位置検出を行う。
【００８８】
　Bluetoothは、無線を利用して、端末－アクセスポイント間往復伝搬遅延差で測位する
方式である。位置精度は、２～数ｍである。例えば、診察室などにアクセスポイントが設
けられ、超音波探触子位置検出部１１１のBluetoothの送受信部が超音波探触子２に設け
られ、超音波探触子位置検出部１１１が、各アクセスポイントとの情報の送受信により超
音波探触子２の位置検出を行う。
【００８９】
　ＧＰＳは、複数のＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号をＧＰＳ受信機で受信し、その到達時間差
によりＧＰＳ受信機の緯度経度情報を検出する方式である。位置精度は、十数ｍである。
例えば、超音波探触子位置検出部１１１のＧＰＳの受信部が超音波探触子２に設けられ、
超音波探触子位置検出部１１１が、各ＧＰＳ衛星から受信したＧＰＳ信号により超音波探
触子２の位置検出を行う。なお、衛星測位方式としては、ＧＰＳに限定されるものではな
く、Galileo、ＧＬＯＮＡＳＳなど、他のＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite Syste
m）の方式を超音波探触子位置検出部１１１に適用してもよい。
【００９０】
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　ＧＰＳレピーターは、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信・増幅して中継し再放射する方
式である。屋内など、ＧＰＳ衛星から直接ＧＰＳ信号を受信できない位置において、ＧＰ
Ｓ衛星から受信した同一位置でＧＰＳ信号を再放射する。例えば、超音波探触子位置検出
部１１１のＧＰＳの受信部が超音波探触子２に設けられ、超音波探触子位置検出部１１１
が、各ＧＰＳレピーターから受信したＧＰＳ信号により超音波探触子２の位置検出を行う
。
【００９１】
　ＰＬは、疑似衛星を設置し、可視ＧＰＳ衛星不足を補完する方式である。屋内など、Ｇ
ＰＳ衛星から直接ＧＰＳ信号を受信できない位置において、測位に必要な全てのＧＰＳ衛
星を擬似衛星で補完する。位置精度は、数ｍである。例えば、診察室などに擬似衛星が設
けられ、超音波探触子位置検出部１１１のＧＰＳの受信部が超音波探触子２に設けられ、
超音波探触子位置検出部１１１が、擬似衛星から受信したＧＰＳ信号により超音波探触子
２の位置検出を行う。
【００９２】
　無線タグは、無線タグのレシーバーをゲートセンサーとして用いて、ある領域の出入り
を監視するシステムを構築し、位置(居場所)を確認する方式である。例えば、超音波探触
子２に無線タグが付けられ、診察室などの部屋の出入口に超音波探触子位置検出部１１１
のゲートセンサーを設け、超音波探触子位置検出部１１１は、ゲートセンサーから受信し
た情報に基づいて、超音波探触子２の位置検出を行う。
【００９３】
　SiRFusionは、上記の方式の組み合わせであり、クラウド上に収集された各方式のデー
タを基に位置情報を特定する方式である。例えば、診察室、超音波探触子２などに各方式
の装置が設けられ、当該装置で検出された超音波探触子２の位置情報がクラウドのサーバ
ーに適宜アップロードされ、超音波探触子位置検出部１１１は、クラウドのサーバーなど
から受信した各方式の超音波探触子２に関するデータに基づいて、超音波探触子２の位置
検出を行う。
【００９４】
　超音波診断装置Ｕは、据置式のものとしてもよく、カートなどにより移動可能な構成や
、超音波診断装置Ｕ自体が移動可能な携帯式の構成としてもよい。超音波診断装置Ｕは、
被検体としての患者のベッドの近傍に配置されるが、ベッドの配置などの診察室内のスペ
ースにより、超音波診断に都合のよい位置に配置される。
【００９５】
　超音波診断装置Ｕの動作としては、第１の実施の形態と同様に、第１の操作設定変更処
理、第２の操作設定変更処理が実行されることとする。例えば、ステップＳ１０において
、制御部１０８により、タッチパネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２の位置情報が
内診室Ｒ１又は診察室Ｒ２にあることに応じて、コントロールパネル１０１のキーなどの
配置及び種類が設定され、内診室Ｒ１又は診察室Ｒ２用の超音波診断画面が表示部１０７
ａに表示され、内診室Ｒ１又は診察室Ｒ２用の超音波診断画面に対応してタッチパネル１
０７ｂのタッチボタンなどの配置及び種類が設定される。また、タッチパネル１０７ｂを
基準とする超音波探触子２の位置情報に応じて、ワークフロー（診断を行うにあたり実施
される予め決められた所定の手順・操作）も変更されることとしてもよい。
【００９６】
　以上、本実施の形態によれば、制御部１０８は、検出された超音波探触子２の位置情報
が、どの診断領域（内診室Ｒ１又は診察室Ｒ２）にあるかに基づいて、表示部１０７ａに
表示させる表示情報と、コントロールパネル１０１及びタッチパネル１０７ｂの操作要素
の配置及び種類と、を設定する。このため、超音波探触子２がある診断領域に対応する超
音波診断の操作の位置に応じて、表示部１０７ａに表示させる表示情報と、コントロール
パネル１０１及びタッチパネル１０７ｂの操作要素の配置及び種類とを、操作者が操作し
やすい構成に設定することができ、超音波診断における操作性を高めることができる。ま
た、超音波探触子２がある診断領域に応じた表示情報の設定及び操作設定と、判断された
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使用頻度が高い操作要素及び表示情報とに対応する表示情報の設定及び操作設定により、
画像パラメーター、テキスト、ボディマーク、計測などを適切に設定できる。
【００９７】
　（第１の変形例）
　図７を参照して、上記第２の実施の形態の第１の変形例を説明する。図７は、超音波探
触子２が複数の診察科の診察室Ｒ１１～Ｒ１４に位置する場合の超音波診断装置ＵＣを示
す図である。
【００９８】
　本変形例の装置構成として、図７に示す超音波診断装置ＵＣを用いるものとする。超音
波診断装置ＵＣは、超音波診断装置本体１Ｃと、４つの超音波探触子２と、操作表示部１
０７１～１０７４と、を備える。超音波診断装置本体１Ｃは、超音波診断装置本体１と同
様の構成であり、超音波探触子２１～２４、操作表示部１０７１～１０７４が接続されて
いる。超音波探触子２１～２４は、それぞれ、超音波探触子２と同様の構成である。操作
表示部１０７１～１０７４は、それぞれ、操作表示部１０７と同様の構成である。
【００９９】
　超音波診断装置ＵＣは、所定の医療機関に設けられている。図７に示すように、当該医
療機関は、１階に設けられた消化器内科の診察室Ｒ１１と、２階に設けられた循環器内科
の診察室Ｒ１２と、３階に設けられた整形外科の診察室Ｒ１３と、４階に設けられた産婦
人科の診察室Ｒ１４と、を有する。図７の超音波診断装置ＵＣの状態では、超音波探触子
２１、操作表示部１０７１が、診察室Ｒ１１に配置され、超音波探触子２２、操作表示部
１０７２が、診察室Ｒ１２に配置され、超音波探触子２３、操作表示部１０７３が、診察
室Ｒ１３に配置され、超音波探触子２４、操作表示部１０７４が、診察室Ｒ１４に配置さ
れている。超音波診断装置本体１Ｃ（、超音波探触子位置検出部１１１）は、診察室Ｒ１
１～Ｒ１４の外に配置されているものとするが、これに限定されるものではなく、診察室
Ｒ１１～Ｒ１４の少なくとも１つの内部に配置されている構成としてもよい。また、４つ
のコントロールパネル１０１（図示略）が、超音波診断装置本体１Ｃに接続されている構
成とする。
【０１００】
　超音波診断装置ＵＣにおいて、超音波探触子２１及び操作表示部１０７１と、超音波探
触子２２及び操作表示部１０７２と、超音波探触子２３及び操作表示部１０７３と、超音
波探触子２４及び操作表示部１０７４と、の組み合わせに対してそれぞれ独立に、第１の
操作表示設定処理、第２の操作表示設定処理が実行される。例えば、ステップＳ１０では
図７に示すように、制御部１０８により、超音波探触子２１の位置情報が操作表示部１０
７１のタッチパネル１０７ｂの配置された診察室Ｒ１１にあることに応じて、診察室Ｒ１
１にあるコントロールパネル１０１及び操作表示部１０７１が選択され、選択されたコン
トロールパネル１０１のキーなどの配置及び種類が設定され、診察室Ｒ１１用の超音波診
断画面が操作表示部１０７１の選択された表示部１０７ａに表示され、診察室Ｒ１１用の
超音波診断画面に対応して選択されたタッチパネル１０７ｂのタッチボタンなどの配置及
び種類が設定される。同様に、制御部１０８により、超音波探触子２２の位置情報が操作
表示部１０７２のタッチパネル１０７ｂの配置された診察室Ｒ１２にあることに応じて、
診察室Ｒ１２にあるコントロールパネル１０１及び操作表示部１０７２が選択され、選択
されたコントロールパネル１０１のキーなどの配置及び種類が設定され、診察室Ｒ１２用
の超音波診断画面が選択された操作表示部１０７２の表示部１０７ａに表示され、診察室
Ｒ１２用の超音波診断画面に対応して選択されたタッチパネル１０７ｂのタッチボタンな
どの配置及び種類が設定される。
【０１０１】
　同様に、制御部１０８により、超音波探触子２３の位置情報が操作表示部１０７３のタ
ッチパネル１０７ｂの配置された診察室Ｒ１３にあることに応じて、診察室Ｒ１３にある
コントロールパネル１０１及び操作表示部１０７３が選択され、選択されたコントロール
パネル１０１のキーなどの配置及び種類が設定され、診察室Ｒ１３用の超音波診断画面が
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選択された操作表示部１０７３の表示部１０７ａに表示され、診察室Ｒ１３用の超音波診
断画面に対応して選択されたタッチパネル１０７ｂのタッチボタンなどの配置及び種類が
設定される。同様に、制御部１０８により、超音波探触子２４の位置情報が操作表示部１
０７４のタッチパネル１０７ｂの配置された診察室Ｒ１４にあることに応じて、診察室Ｒ
１４にあるコントロールパネル１０１及び操作表示部１０７４が選択され、選択されたコ
ントロールパネル１０１のキーなどの配置及び種類が設定され、診察室Ｒ１４用の超音波
診断画面が選択された操作表示部１０７４の表示部１０７ａに表示され、診察室Ｒ１４用
の超音波診断画面に対応して選択されたタッチパネル１０７ｂのタッチボタンなどの配置
及び種類が設定される。
【０１０２】
　以上、本変形例によれば、超音波診断装置ＵＣは、表示部１０７ａ並びにタッチパネル
１０７ｂ（及びコントロールパネル１０１）を複数備える。制御部１０８は、検出された
超音波探触子の位置情報に基づいて、当該超音波探触子に対応して使用する表示部１０７
ａ並びにタッチパネル１０７ｂ（及びコントロールパネル１０１）を選択し、検出された
超音波探触子の位置情報に基づいて、選択された表示部１０７ａに表示させる表示情報と
、選択されたタッチパネル１０７ｂ（及びコントロールパネル１０１）の操作要素の配置
及び種類と、を設定する。このため、検出した超音波探触子が存在する診断領域の表示部
１０７ａ並びにタッチパネル１０７ｂ（及びコントロールパネル１０１）を適切に選択し
て使用できる。
【０１０３】
　（第２の変形例）
　図８を参照して、上記第２の実施の形態の第２の変形例を説明する。図８は、超音波探
触子２が複数の診察科の診察室Ｒ１１～Ｒ１４に位置する場合の複数の超音波診断装置Ｕ
を示す図である。
【０１０４】
　本変形例の装置構成として、図８に示す４台の超音波診断装置Ｕを用いるものとする。
図８の状態では、４台の超音波診断装置Ｕが、それぞれ、診察室Ｒ１１～Ｒ１４に配置さ
れている。また、４つのコントロールパネル１０１が、各超音波診断装置本体１に接続さ
れる構成とする。
【０１０５】
　超音波診断装置Ｕの動作としては、第１の実施の形態と同様に、第１の操作設定変更処
理、第２の操作設定変更処理が実行される。ステップＳ１０では、例えば、図８に示すよ
うに、診察室Ｒ１１～Ｒ１４の各超音波診断装置Ｕにおいて、制御部１０８により、超音
波探触子２の位置情報がタッチパネル１０７ｂの配置された診察室にあることに応じて、
コントロールパネル１０１のキーなどの配置及び種類が設定され、当該診察室用の超音波
診断画面が表示部１０７ａに表示され、当該診察室用の超音波診断画面に対応してタッチ
パネル１０７ｂのタッチボタンなどの配置及び種類が設定される。
【０１０６】
　また、各超音波診断装置Ｕのタッチパネル１０７ｂを基準とする超音波探触子２１～２
４の位置情報に応じて、ワークフローも変更されることとしてもよい。
【０１０７】
　以上、本変形例によれば、第２の実施の形態と同様の効果を奏する。
【０１０８】
　なお、上記実施の形態及び変形例における記述は、本発明に係る好適な超音波診断装置
の一例であり、これに限定されるものではない。例えば、上記実施の形態及び変形例の少
なくとも２つを適宜組み合わせることとしてもよい。
【０１０９】
　また、上記実施の形態及び変形例では、超音波診断装置が操作部としてコントロールパ
ネル及びタッチパネルを備える構成としたが、これに限定されるものではない。超音波診
断装置が操作部としてコントロールパネルのみを備える構成である場合に、超音波探触子



(18) JP 2019-136273 A 2019.8.22

10

20

30

位置検出部は、当該コントロールパネルを基準とする超音波探触子の位置情報を検出する
構成としてもよい。制御部は、検出された超音波探触子の位置情報に基づいて、コントロ
ールパネルの操作要素の配置及び種類を設定する。
【０１１０】
　また、上記第２の実施の形態及び変形例では、超音波探触子の位置情報の判定に用いる
診断領域が、内診室、診察室などの部屋の例を説明したが、これに限定されるものではな
い。超音波探触子の位置情報の判定に用いる診断領域が、病院などの医療施設など、他の
診断領域としてもよい。
【０１１１】
　また、以上の実施の形態及び変形例における超音波診断装置Ｕ，ＵＣを構成する各部の
細部構成及び細部動作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能で
ある。
【符号の説明】
【０１１２】
Ｕ，ＵＣ　超音波診断装置
１，１Ｃ　超音波診断装置本体
１０１　コントロールパネル
１０２　送信部
１０３　受信部
１０４　画像生成部
１０５　画像処理部
１０５ａ　画像メモリー部
１０６　ＤＳＣ
１０７，１０７１，１０７２，１０７３，１０７４　操作表示部
１０７ａ　表示部
１０７ｂ　タッチパネル
１０８　制御部
１０９　記憶部
１１０　通信部
１１１　超音波探触子位置検出部
２，２１，２２，２３，２４　超音波探触子
２ａ　振動子
２ｂ　ケーブル
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